
大正館ギャラリー使用規定

■使用料

	 １週間 （6 日間、 設営 ・撤去日含む）

	 	 （１）	 ２階	 ￥４5,000 （税別）

	 	 （２）	 地下	 ￥３０,000 （税別）

	 	 ※ 1 日 （要相談）

■利用期間 ：	 		 年	 	 月	 	 日〜	 	 年	 	 月	 	 	日

■利用料金 ：￥

■作品展示に関して

	 １、 作品搬入及び設置は、 出品者又は展示企画者が責任を持って行う。

	 ２、 以下の禁止事項を尊守すること。

　	 	 (1)	 大きな音の出る作品

	 	 (2)	 臭いを伴う作品。

	 	 (3)	 壁面及び備品の破損に関しては弁償する。

■作品販売に関して

	 １、 作品販売は、 出品者又は展示企画者が責任を持って行う。

	 ２、 販売手数料はいただきません。

■在　　廊

	 会期中は原則的に出品者又は展示企画者が在廊してください。

■プレスリリース

	 展示会のDM及びチラシ、 ポスター作成は、 出品者又は展覧会企画者で行ってください。

■展覧会終了後

	 １、 出品者又は展示企画者は、 入場者及び売上額を報告してください。

	 ２、 出品者又は展示企画者は、 芳名帳のコピーを提出してください。

■その他

	 展示会期間中における展示物の破損や事故は一切の責任を負いません。

上記の内容を承諾いたします。

	 	 	 	 	 	 	 氏名	 	 	 　　　　　印

令和２年 5 月２２日　改定


